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未接道部分を有する敷地に関する東京都建築安全条例の取扱い 

 

 

未接道である敷地に建築基準法（以下「基準法」という。）第４３条に基づ

く認定又は許可を行う場合は、申請敷地と基準法道路との間に基準法外の通行

上支障のない通路・水路等を介する形となるが、その際、「法第４３条第２項

第１号に関する認定基準」及び「法第４３条第２項第２号に関する一括許可基

準」の基準１に該当する敷地における東京都建築安全条例の「道路に接する」

若しくは「道路に面する」ことが求められる規定ついては、同条例第２条、第

４条第２項、第１０条の２及び第４１条の道路幅員に係るものを除き、原則と

して、当該通路・水路等を道路とみなして適用する。 

ただし、敷地内外の状況や権利関係、民間確認検査機関の判断等の特別な事

情がある場合はこの限りではない。 

なお、接道がある敷地で、当該敷地のその他の部分が基準法道路との間に基

準法外の通行上支障のない通路・水路等（公有地に限る）を介している場合も

同様に取扱う。 
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